
第一八九回 

閣第五五号 

   民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する

法律案 

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百

十七号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第八十条」を「第八十二条」に、「第八十一条－第八十四条」を「第八十三条

－第八十六条」に、「第八十五条」を「第八十七条」に、「第八十六条－第九十二条」を

「第八十八条－第九十四条」に改める。 

 第二十二条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。 

 四 派遣職員（第七十八条第一項に規定する国派遣職員及び第七十九条第一項に規定す

る地方派遣職員をいう。以下この号において同じ。）をその業務に従事させる場合に

は、当該業務の内容及び派遣職員を当該業務に従事させる期間その他派遣職員を当該

業務に従事させることに関し必要な事項 

 第三十四条第一項中「第九十一条第一号」を「第九十三条第一号」に改める。 

 第九十二条を第九十四条とし、第八十九条から第九十一条までを二条ずつ繰り下げる。 

 第八十八条第一項中「第八十六条第一項」を「第八十八条第一項」に改め、同条を第九

十条とし、第八十七条を第八十九条とし、第八十六条を第八十八条とし、第八章中第八十

五条を第八十七条とし、第七章中第八十四条を第八十六条とし、第八十一条から第八十三

条までを二条ずつ繰り下げる。 

 第八十条第二項中「第八十条第一項」を「第八十二条第一項」に改め、第六章中同条を

第八十二条とし、第七十九条を第八十一条とする。 

 第七十八条中「国」を「前二条に規定するもののほか、国」に改め、同条を第八十条と

し、第七十七条の次に次の二条を加える。 

 （国派遣職員に係る特例） 

第七十八条 国派遣職員（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第二条に規定す

る一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等

運営権者の職員（常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関

する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者に限る。以下この項及び次条

第一項において同じ。）となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員

となり、引き続き当該公共施設等運営権者の職員として在職している場合における当該

公共施設等運営権者の職員をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。）は、同

法第八十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職国家公務員等とみ

なす。 

２ 国家公務員法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、公共施設等運営

権者を含むものとする。 



３ 国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第

十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第

十四条第二項の規定の適用については、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法

人職員等とみなす。 

４ 国派遣職員は、国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第七条の二

及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等

職員とみなす。 

５ 公共施設等運営権者又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第

百二十八号）第百二十四条の二（第四項を除く。）の規定の適用については、それぞれ

同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。 

６ 国派遣職員は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成六年法律第三十

三号）第十七条第一項の規定の適用については、同項第三号に規定する行政執行法人職

員等とみなす。 

７ 国派遣職員は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律（平成十八年法律第七十

号）第四条（第五号に係る部分に限る。）及び第五条（同号に係る部分に限る。）の規

定の適用については、同法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等とみなす。 

 （地方派遣職員に係る特例） 

第七十九条 地方派遣職員（地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第三条第

二項に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、

公共施設等運営権者の職員となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職

員となり、引き続き当該公共施設等運営権者の職員として在職している場合における当

該公共施設等運営権者の職員をいう。次項において同じ。）は、同法第二十九条第二項

の規定の適用については、同項に規定する特別職地方公務員等とみなす。 

２ 公共施設等運営権者又は国派遣職員（前条第一項の退職前に地方公務員等共済組合法

（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十二条第一項に規定する国の職員であった者

に限る。）若しくは地方派遣職員は、同法第百四十条の規定の適用については、それぞ

れ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

 （寒冷地手当に関する経過措置） 

第二条 この法律による改正後の第七十八条第一項に規定する国派遣職員は、一般職の職

員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第百五号）附則第十

六条第六項の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年

法律第九十五号）第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。 



 （政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。 

 （地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の一部改正） 

第四条 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成二十六年法律

第三十四号）の一部を次のように改正する。 

  附則第十六条の次に次の一条を加える。 

  （民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正） 

 第十六条の二 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成

十一年法律第百十七号）の一部を次のように改正する。 

   第七十八条第一項中「次条第二項」を「次条第三項」に改める。 

   第七十九条第一項中「次項」を「第三項」に改め、同条中第二項を第三項とし、第

一項の次に次の一項を加える。 

  ２ 地方公務員法第三十八条の二第二項に規定する退職手当通算法人には、公共施設

等運営権者を含むものとする。 



     理 由 

 公共施設等運営事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、国の職員が公共施設等の運営

等に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事するために公共施設等運営権者

の職員として在職した後引き続いて国の職員となった場合における退職手当の特例を設け

る等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


